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除染とは？ 除染の目的 

環境省「除染情報サイト」より作成 

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大気中に放出された放射性物質が、雨等により 
地上に降下し、皆様の周りの土や草木や建物に付着しました。除染により、それらの汚染され 
た土や草木等を取り除いています。さらに、取り除いた土や草木を外部への影響がないよう 
に遮へいすることで、皆様の受ける放射線量を減らすことができます。 
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除染と線量の低減 

環境省「除染情報サイト」より作成 

除染の目的 
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除染の方法 

環境省「除染情報サイト」より作成 

除染の目的 

放射線量が比較的高い地域の除染方法の例（上記の例に加えて） 

●校庭表土の削り取り （提供）JAEA ●建物の屋根等の洗浄 ●庭土等の土壌の削り取り （提供）伊達市 

除染
事例 

２ 

放射線量が比較的低い地域の除染方法の例 

●民家の軒下・雨樋の清掃 ●草木の刈り取り ●側溝の汚泥の除去 （提供）伊達市 （提供）福島市 

除染
事例 

１ 

地域の実情に合わせて、除染を進めてきました。 
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仮置場の例（地上に除去土壌を保管する場合） 

除染に伴って生じた除去土壌は、一定期間、「仮置場」や「現場保管」で安全
に保管されます。 

除染で取り除い
た土等の保管 

環境省「除染情報サイト」より作成 
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  放射性物質に汚染された廃棄物の発生経緯 

環境省「放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト」 
http://shiteihaiki.env.go.jp/radiological_contaminated_waste/designated_waste/ 

廃棄物等 
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①対策地域内廃棄物 

環境大臣による 
汚染廃棄物対策地域※ の指定 

 

環境大臣による 
対策地域内廃棄物処理計画の策定 

国が対策地域内廃棄物処理計画 
に基づき処理 

※廃棄物が特別な管理が必要な程度に放射性物質により
汚染されている等一定の要件に該当する地域を指定 

下水道の汚泥、焼却
施設の焼却灰等の 
汚染状態の調査 
（特措法第16条） 

環境大臣による指定廃棄物の指定 
 

国が処理 

左記以外の廃棄物の
調査（特措法第18条） 

不法投棄等の禁止 

 関係原子力事業者が実施 

原子力事業所内及びその周辺に飛散した廃棄物の処理 

環境大臣に報告 申請 

※汚染状態が一定基準（8,000Bq/kg）超の廃棄物 

特定廃棄物 

②指定廃棄物 

 放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物の処理 

放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関する取りまとめ 
環境省 放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会（平成27年９月） 

廃棄物等 
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【仮設焼却施設の設置状況】 
（平成28年１月末時点） 

※田村市については既存の処理施設で処理中。 

稼働中 
飯舘村(小宮地区）、川内村、富岡町、南相馬市、
葛尾村、浪江町、飯舘村（蕨平地区） 

建設工事中 楢葉町 

処理方針検討中 大熊町、双葉町、川俣町 

対策地域内廃棄物処理計画（平成25年12月26日一部改定）

に基づき、帰還の妨げとなる廃棄物の撤去と仮置場への搬
入を優先して、災害廃棄物等の処理を実施中。 

【災害廃棄物等の仮置場への搬入済量】 
○平成28年１月末現在、約74万トン搬入完了(平成28年１月時
点で、帰還困難区域を除いて約116万５千トンと推定)。 

【仮置場の確保状況】 
█：供用開始済 
█：原状復旧済 

仮設焼却施設 
（建設工事中を含む） 

汚染廃棄物対策地域 

帰還困難区域 

避難指示解除準備区域 

居住制限区域 

浪江町における津波がれきの撤去状況 
撤去前（平成26年１月） 撤去後（平成27年３月） 

環境省「放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト」より作成 

飯舘村蕨平地区の仮設焼却施設 
(平成28年１月) 

 対策地域内廃棄物の処理の進め方 廃棄物等 
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 指定廃棄物の一時保管に関する安全性の確保 

盛土により周辺より高くし 
丈夫な袋に入れて 

土嚢で囲み 土で覆い放射線を遮蔽 遮水シートで覆います 

完成イメージ 

一時保管工事の様子（農林業系副産物の例） 

●保管が長期化する中での課題 
保管が長期化する中で、自然災害により、保管箇所が被害を受ける等、
新たな課題が発生。 

【強風により遮水シートが 
まくれ上がった様子】 

【大雪によりテントの 
   屋根が破損した様子】 

・廃棄物の飛散・流出がないように措置 
・必要な放射線対策（離隔・土嚢等に 
 よる遮へい等）を措置 
・遮水シート等により雨水等の浸入が 
 防止されるよう措置 

●保管状況の確認 
一時保管場所において保管状況の確認を行い、指定廃棄物が特措
法で定める基準等に従って適正に保管されているか確認。 

【地方環境事務所による保管状況の確認の様子】 

廃棄物等 

放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関する取りまとめ 
環境省 放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会（平成27年９月） 
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 指定廃棄物の処理の進め方 

減容化事業の例 

福島市堀河町終末処理
場における下水汚泥 
減容化実証事業 

福島県鮫川村における 
農林業系副産物等処理

実証事業 

福島県県中浄化センター
（郡山市）における下水
汚泥減容化実証事業 

福島県飯舘村蕨平地区
における可燃性廃棄物

減容化事業 

東京電力開閉所敷地（田
村市・川内村）内におけ
る農林業系廃棄物 

減容化事業 

指定廃棄物の処理について、国は既存の廃棄物処理施設の活用について検討を行いつつ、指定
廃棄物が多量に発生し、保管がひっ迫している県では、必要な長期管理施設等を確保することとし
ています。 

特定廃棄物 

対策地域内廃棄物 
（旧警戒区域・計画的避難区域内） 

指定廃棄物 
（8,000Bq/kg超） 

10万Bq/kg以下 

仮設焼却施設にて焼却 
（可燃物） 

既存の管理型処分場 

現場保管・
仮置場 

再生利用等・最終処分へ 

除染に伴う 
土壌・廃棄物 

10万Bq/kg超 

中間貯蔵施設 

減容化等 

焼却が
可能な
もの 

福島県における指定廃棄物の処理の進め方 

廃棄物等 

放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関する取りまとめ 
環境省 放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会（平成27年９月） 
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福島
第一
原発 

福島
第二
原発 

 双葉郡８町村、更には福島県の復興のために、放射性物質に汚染された廃棄物の問題をできるだけ早く解決すること
が必要。既存の管理型処分場であるフクシマエコテッククリーンセンターを活用し、10万Bq/kg以下の汚染廃棄物を安
全・速やかに埋立処分する計画。 

管理型処分場を活用した特定廃棄物の埋立処分計画 

汚染廃棄物対策地域 

居住制限区域 

帰還困難区域 

避難指示解除準備区域 

フクシマエコテッククリーンセンター ※富岡町に位置（搬入路は楢葉町） 

【施設概要】 
・処分場面積：約9.4ha  ・埋立容量：約96万㎥（埋立可能容量：約65万㎥） 

○ 埋立対象物 
・双葉郡８町村の住民帰還後の生活ごみ <約02.7万㎥> 
・対策地域内廃棄物等             <約44.5万㎥> 
・福島県内の指定廃棄物           <約18.2万㎥> 

○ 事業期間 
・双葉郡８町村の生活ごみ          約10年間 
・対策地域内廃棄物等及び指定廃棄物  約６年間を目途                                                     

○ 埋立処分・モニタリング等 
・放射性セシウムの溶出抑制、雨水浸透抑制等、放射性物質が漏出しない
よう多重の安全対策を実施。 
・遮水工、浸出水処理施設等の定期点検や、空間線量率、地下水等の放
射能濃度のモニタリングを実施。 

 ○ 環境省の責任と管理体制 
・特措法に基づき、環境省が事業主体となり、処分場を国有化した上で、責
任を持って埋立処分を実施。 

・環境省は現地事務所を新設し、現場責任者を常駐させ、適切な埋立処分
や施設の管理を確保。 

埋立処分計画（案） 

廃棄物等 
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＜栃木県＞ 
 市町村長会議 
  （６回開催） 
[平成25年4月～ 
平成26年11月] 

  
平成25年 
12月:第４回会議で栃 
     木県の選定手法 
     が確定 
 
平成26年 
7月:詳細調査候補地を 
  １箇所提示 
  (塩谷町寺島入) 

 
平成27年 
5月～9月:  
県民向けフォーラム 
（３回開催） 
 
 
 

＜茨城県＞ 
 市町村長会議 
 （４回開催） 
 [平成25年4月～ 
平成27年1月] 

 
平成27年 
4月:一時保管市 
  町長会議 
 
平成28年 
2月:第２回一時 
 保管市町長会 
 議 
 現地保管を継  
 続し、段階的 
 に処理を進め 
 る方針を決定 

＜群馬県＞ 
 市町村長会議

（２回開催） 
[平成25年4月～ 

平成25年7月] 

 

 

＜千葉県＞ 
 市町村長会議 
 （４回開催） 
[平成25年4月～ 
平成26年4月] 

  
 平成26年 
4月:第４回会議で千葉 
  県の選定手法が確 
  定 
 
 平成27年 
4月:詳細調査候補地を 
  １箇所提示 
(東京電力千葉火力発電所の土
地の一部（千葉市中央区）) 

 
5月～6月： 
千葉市議会全員協議会
で説明（２回） 
6月～8月： 
自治会や住民を対象に
説明（計５回） 
 
 

指定廃棄物に関する関係５県の状況 
＜宮城県＞ 

 市町村長会議 
  （９回開催） 
[平成24年10月～平成28年3月] 
 

 
平成25年 
11月:第４回会議で宮城県の 
     選定手法が確定 
 

平成26年 
1月:第５回会議で詳細調査候

補地を３箇所提示 
(栗原市深山嶽、大和町下原、加美町田代岳) 
 

8月:第７回会議で県知事が市
町村長の総意として詳細調
査受入れ表明 

 
8月:詳細調査を開始 
 現地調査については地元の 
  反対により実施出来ず 
 
平成27年 
4月～10月: 
県民向けフォーラム（３回開
催） 
 
 
 
 
 

 
 
 

環境省 第３回放射性物質に関する安全対策検討会資料より作成（平成27年11月） 

 

各県の市町村長会議と並行して、科学的・技術的な観点から、長期
管理施設の安全性や候補地の選定プロセス等について議論（９回開
催）[平成25年3月～平成28年3月]   

（参考）環境省の有識者会議 

廃棄物等 
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福島県内で発生した以下のものを中間貯蔵施設に貯蔵する 
 
  １．仮置場等に保管されている除染に伴う土壌や廃棄物 
    （落葉・枝等） 
    
 
 
 
    ※可燃物は、原則として焼却し、焼却灰を貯蔵する。 
 
  ２．10万Bq/kgを超える放射能濃度の焼却灰等 

○ 福島県内では、除染に伴う放射性物質を含む
土壌や廃棄物等が大量に発生。 

○ 現時点でこれらの最終処分の方法を明らか
にすることは困難。 

○ 最終処分するまでの間、安全に集中的に管

理・保管する施設として中間貯蔵施設の整備
が必要。 

 除去土壌等の中間貯蔵施設とは？ 
除去土壌等の推計発生量の内訳 

（2,200万ｍ３の場合） 

福島県内の除染土壌等の発生量は、減容化（焼却）した後で、約1,600万～約2,200万㎥と推計。 
（参考：東京ドーム （約124万㎥）の約13～18倍に相当） 
 
※中間貯蔵施設の検討に当たっては、上記のほか、現時点で推計が困難な分野の貯蔵も考慮。 

中間貯蔵施設 
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福島県内における除染実施地域と 
中間貯蔵施設予定地の位置関係 

環境省パンフレット「除染土壌などの中間貯蔵施設について」 

中間貯蔵施設 



環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」　第9章　事故からの回復に向けた取組

中間貯蔵施設の個別施設と処理フローのイメージ 
○中間貯蔵施設は、様々な機能を持つ施設で構成する予定 

環境省パンフレット「除染土壌などの中間貯蔵施設について」 

中間貯蔵施設 
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パイロット（試験）輸送に当たっての主な安全対策 

輸送対象物と輸送車両の一元的な管理 

除染土壌等の飛散流出防止対策 

運転者と作業員の教育 

輸送ルート上の道路交通対策（注意喚起の看板等） 

保管場におけるスクリーニング 

高速道路を利用する輸送車両は、専用の駐車マスで休憩 

中間貯蔵施設 
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平成24年１月１日に全面施行された放射性物質汚染対処特措法及び同法に基づく基本方針にのっとり、
除染に取り組みます。人の健康の保護の観点から必要な地域について優先的に除染を実施します。除
染に伴い発生した土壌等は、安全に収集・運搬、仮置き、処分することとなります。 

 
○市町村が中心となって除染を行う地域。毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市
町村のうち、８県※97市町村を汚染状況重点調査地域として指定（平成28年３月末現在）。 

○各市町村が調査測定を行い、その結果等を踏まえて除染実施計画を策定し、それに沿っ
て除染を推進。 

○国は、財政的措置や技術的措置を講ずる。 
 
 ※岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 

 
○国が直接除染を行う地域。基本的には、警戒区域又は計画的避難区域であったことのあ
る福島県内の11市町村※を指定。 

○各市町村の意向を踏まえつつ、それぞれの特別地域内除染実施計画を策定し、それに
沿って取り組む。 

  
 ※楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域。田村市、南相馬市、

川俣町、川内村で警戒区域又は計画的避難区域であったことのある地域。 

除染特別地域 

汚染状況重点調査地域 

除染特別地域等
の除染 除染特別地域と汚染状況重点調査地域 

環境省「除染情報サイト」より作成 
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除染特別地域における除染 

除染特別地域とは？ 

除染特別地域：福島県楢葉町、富岡町、大熊町、
双葉町、浪江町、葛尾村、及び飯舘村。並びに
田村市、南相馬市、川俣町、川内村で警戒区域
又は計画的避難区域であったことのある地域。 

環境省「除染情報サイト」より作成 

事故後１年間の積算線量が20ミリシー
ベルトを超えるおそれがあるとされた
「計画的避難区域」と、東京電力福島第
一原子力発電所から半径20km圏内の
「警戒区域」であった地域 

国が除染の計画を策定し除染事業を進め
るとして、指定されている地域 

除染特別地域等
の除染 
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汚染状況重点調査地域は、市町村が中心となっ
て除染を実施する地域です。これらは、地域の
空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上
の地域を含む市町村のうち、放射性物質汚染対
処特措法に基づき、汚染状況について重点的な
調査測定が必要である「汚染状況重点調査地
域」として指定を受けた市町村※です。指定を受
けた市町村は、必要に応じて重点的な調査測定
を実施して実際に除染を行っていく区域（除染
実施区域）を定めた上で、当該区域についての
除染の計画（除染実施計画）を策定し、この計
画にのっとって除染を進めることとなります。 
 
※全国で８県97市町村を指定（岩手県、宮城県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県）（平成28年３月末現在）。 
このうち除染実施計画を94市町村が策定し、除
染を実施。 

汚染状況重点調査地域における除染 

汚染状況重点調査地域とは？ 

環境省「除染情報サイト」より作成 

市町村が中心となって除染を実施する地
域 

放射線量が１時間当たり0.23マイクロ
シーベルト以上の地域を含む市町村のう
ち、汚染状況について重点的な調査測定
が必要であるとして指定を受けた市町村※ 

除染特別地域等
の除染 
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⑤-147 

避難指示区域内
の活動 

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された避難指示区域は、「避

難指示解除準備区域」、「居住制限区域」及び「帰還困難区域」の３つの区域に

見直されています。 

内閣府「避難指示区域の見直しについて」より作成 

避難指示区域について 
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⑤-148 

【避難指示解除準備区域】 
 避難指示区域のうち、平成24年３月時点において、空間線量率か
ら推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが
確実であると確認された地域です。 

【居住制限区域】 
 避難指示区域のうち、 平成24年３月時点において、空間線量率
から推定された年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれ
があると確認された地域です。 

【帰還困難区域】 
 事故後６年間を経過してもなお、空間線量率から推定された年間
積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域です。 

内閣府「避難指示区域内における活動について」より作成 

避難指示区域内
の活動 見直し後の避難指示区域について 
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内閣府「避難指示区域の見直しについて」及び内閣府「避難指示区域内における活動について」（平成27年６月19日改訂版）より作成 注釈は次頁 

避難指示区域内
の活動 避難指示区域の見直し前後の変化（1/2） 

 
見直し前 

 
見直し後   

区域見直し 
前後の変化 帰還困難区域 居住制限区域 避難指示 

解除準備区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
区
域
の
運
用 

 
区域への立入り △ 

※計画的避難区域 
では立入り可 

△ 
（注１） 

○ ○ 自宅等への立入
りが可能に 

自宅等での宿泊 × × × × ― 

特例宿泊  × × ○ ○ 
一定の時期・期間、
自宅への宿泊が
可能に（注２） 

｢ふるさとへの帰還に 
向けた準備のための

宿泊｣ 
× × △ 

（注３） 
○ 

一定の要件を 
満たせば、長期間
の宿泊が可能に 

新たな企業・事業活
動の開始 

（企業誘致等） 
×  △ 

（注４） 

 
△ 
（注５） 

○ 
（注６） 

新たな企業の 
誘致が可能に 

既存企業・事業者 
の再開  

△ 
※計画的避難区域 
で一部事業継続有 

△ 
（注４） 

 
△ 
（注５） 

○ 
（注６） 

 
既存事業の再開
が可能に 

営農・営林  × × △ 
（注５）（注７） 

○ 
（注７） 

避難指示区域 
の一部では 
再開可能に 
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避難指示区域内
の活動 避難指示区域の見直し前後の変化（2/2） 

（注１）市町村が認める範囲において一時立入りが可能。 

（注２）市町村の申請に基づき、原子力災害現地対策本部の確認を経て実施することが可能。  

（注３）原則として避難指示解除準備区域が対象。居住制限区域においても、要件を満たす 

    場合は、市町村長と原子力災害現地対策本部長との協議の上、実施可能。 

（注４）復旧・復興に不可欠な事業であって、所定の手続きにより認められたものについては 
    事業実施が可能。 
（注５）①復旧・復興に不可欠な事業、②復旧・復興作業に携わる事業者や一時帰宅者等を 
    対象とした事業、③製造業等居住者を対象としない事業、④営農については、所定の 
    手続きを経た上で事業実施が可能。 

（注６）①区域外からの集客を主とする宿泊業、観光業や、②区域内での宿泊者（特例宿泊 
    等の制度に基づく宿泊者を除く。）の存在を前提に実施される事業は実施不可。 

（注７）出荷制限、稲の作付制限及び除染の状況を踏まえて対応。居住制限区域において 
    は、農地の保全管理のほか、地域の営農再開に向けた、市町村等の公的機関の関与 
    の下で行う作付実証等は可能。また、営林は居住制限区域では実施不可。 

内閣府「避難指示区域の見直しについて」及び内閣府「避難指示区域内における活動について」（平成27年６月19日改訂版）より作成 
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避難指示解除の３要件 
 
①空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下になる 
   ことが確実であること 
 
②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信等日常生活に必須なインフ 
   ラや医療・介護・郵便等の生活関連サービスが概ね復旧すること、子供 
  の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること 
 
③県、市町村、住民との十分な協議  

国は、インフラや生活関連サービスの復旧や除染を進めながら、地元との協議をしっかり
踏まえた上で、順次、避難指示を解除していく方針です。 

内閣府原子力災害対策本部発表資料より作成 

避難指示区域内
の活動 避難指示区域の解除について 


